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別記様式第 2 号 別添 

浜の活力再生プラン 

令和６～１０年度 

第３期 

 
１ 地域水産業再生委員会 

組織名 北浦地区地域水産業再生委員会 

代表者名 会長 宇戸田 定信（北浦漁業協同組合 代表理事組合長） 
 

再生委員会の構成員 北浦漁業協同組合、延岡市、漁業者代表、宮崎県東臼杵農林振興局 

オブザーバー 宮崎県（水産政策課、漁業管理課、水産試験場） 

 

対象となる地域の範囲及

び漁業の種類 

延岡市北浦町（北浦漁業協同組合の地区） 
まき網（10）、魚類養殖（14）、定置網（7）、その他（76） 
出典：北浦漁協業務報告書（令和4年12月31日現在） 

 

２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

延岡市北浦地区は、宮崎県の最北東部に位置し、北は大分県に接している。漁業は昔から盛ん

で、イワシ、アジ、サバ等を漁獲するまき網漁業と、その漁獲物を餌料としたブリ・カンパチ等

の魚類養殖業を中心に、定置網や磯建網、深海底曳網等、北浦漁協を核として多種多様な漁業が

営まれている。 
漁業生産額については、令和2年度は58.6億円、令和3年度は51.2億円、令和4年度は52.7億円と

なっている。近年の水揚げ高は、黒潮大蛇行の長期化により、マサバ等の来遊がなく減少傾向に

あり、燃油や飼料価格の高騰から、採算性の確保が困難となってきている。また、まき網漁業に

ついては、漁船等の更新時期となっており、既に「もうかる漁業創設支援事業」(以下「もうかる

漁業」という)や「水産業競争力強化緊急対策事業」(以下「漁船リース事業」という)を活用し代

船が進んだが、今後も計画的に更新していく必要がある。養殖業においては、燃油や飼料価格の

高騰が依然続き、業者の数は年々減少傾向にあるほか、その他の漁業についても、高齢化や後継

者不足から漁業者数が年々減ってきている現状である。 

このような厳しい状況の中、航行速度の低減や「漁業経営セーフティーネット構築事業」(以下

「SN事業」という)に加入する等の取組を行っている他、国の「もうかる漁業」を活用し、フィッ

シュポンプを搭載した省人化漁船の導入により高鮮度化による魚価向上や省人化による人件費の

削減・後継者不足の解消の実証に取り組んできた。また、漁獲物の付加価値を高めるため、県か

らブランド認定を受けた「北浦灘あじ」「ひむか本さば」の販売促進にも引き続き力を入れてい

る。 

しかし、漁業を取り巻く環境は依然厳しいことから、コスト削減に係る各種取組の継続ととも

に、漁業所得の向上のための対策が急務となっている。  

 

（２）その他の関連する現状等 

北浦地区が位置する延岡市は、現在、熊本県と結ぶ九州中央自動車道の整備が進んでおり、今

後、人の移動や物流が活発化し、観光客の誘客による交流人口の増加と地域経済の活性化が期待

されている。また、令和6年には同地域を含む日豊海岸国定公園が指定50周年を迎えることか

ら、同市北部の日豊海岸エリア「ひむか遊パークうみウララ」の観光資源をさらにPRし、観光客

の集客に努めていく。 
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３ 活性化の取組方針 

（１）前期の浜の活力再生プランにかかる成果及び課題等 
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（２）今期の浜の活力再生プランの基本方針 

第２期で取り組み効果のあった、地先資源の維持回復、魅力ある加工品の開発、後継者の確保

育成、燃油消費量の抑制、高度衛生管理型市場の新設等については継続して取り組み、漁獲物の

高付加価値化、新たな操業体制の導入、ICTを活用した操業効率化については、さらに拡大を行

う。また、養殖業の経営合理化については新たな目標として追加した。 

１ 漁業収入向上のための取組 

■漁獲物の高付加価値化

漁業者は、漁獲物の活魚化や鮮度を向上するとともに、養殖業者は、市場ニーズにあった

商品を生産することで、漁獲物の付加価値向上を図る。 

■地先資源の維持回復

漁業者は、資源管理協定に基づく資源管理を実践するとともに、種苗放流等に取り組み、沿

岸資源の維持増大に努める。

■新たな操業体制の導入

漁業においては、漁具の改良や新たな漁法の導入等を検討し、操業コストの削減やかつ

お・まぐろ等の来遊資源や深海資源の利用を推進するとともに、養殖業では、積極的な人工
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種苗の導入により、天然資源に依存しない安定した養殖生産の実現及び持続可能な漁業を実

現する。 

■高度衛生管理型市場の新設

高度衛生管理型市場を新設し、陸揚げから荷捌き、出荷に至る各工程において総合的な衛

生管理体制の確立を目指す。 

■冷凍冷蔵施設の新設

まき網漁業の豊漁時に、冷凍冷蔵貯蔵能力の不足が生じるため、水産加工業者と連携し、

冷凍冷蔵庫を新設する。   

２ 漁業コスト削減のための取組 

■燃油消費量の抑制等

世界情勢による燃油高騰の影響を軽減するため、漁業者は低速航行等の省燃油活動の実践

や省エネ機器の導入に取り組み、消費燃油量を節減する 

■漁業の経営合理化

操業コストを削減するため、漁船の省人化や船団の縮小等の構造改革に取り組むととも

に、養殖においては餌代の削減や歩留まりの向上等を検討し、経営の合理化を図る 

■ICTを活用した操業効率化

漁場情報の集積に努めるとともに、海況情報の共有化を可能とする機器や県開発のアプリ

を活用し、水温や流れ等の海況情報を過去の漁場と比較分析し、操業の効率化を図る。 

３ 漁村の活性化のための取組 

■魅力ある加工品の開発

九州中央自動車道開通により市内への流入人口の増加が見込まれ、水産業の盛んな当地域

では新鮮な水産物を求める観光客等の増加が期待されることから、市場流通以外の直接販売

などを推進するとともに、水産加工会社と連携し、地元水産物を活かした加工商品の開発を

行う。 

■後継者の確保育成

漁協は、関係機関と連携し、新規漁業就業者の確保に努めるとともに、資格習得のための

講習会の開催などを実施し、担い手の育成を図る。 

（３）資源管理に係る取組 

公的規制を遵守することに併せ、主幹漁業であるまき網漁業については、旧暦の12～20日の間に

おける連続する５日間以上の休漁を設定する。他漁業については、資源管理協定に基づき、それ

ぞれ設定された休漁日を遵守するほか、地先資源保護のため小型魚の再放流等を行う。 

（４）具体的な取組内容 

１年目（令和６年度） 所得向上率（基準年比）６％ 

漁業収入向上の

ための取組 

１ 漁業収入の向上のための取組 

(１)漁獲物の高付加価値化

まき網漁業者12経営体は、これまで取り組んできた活魚化の取組を

引き続き推進するとともに、フィッシュポンプ使用等により高鮮度化

を図りつつ、流通形態の多様化や鮮魚出荷される魚の単価向上に取り

組む。 

また、大型定置網においては、鮮度落ちしやすいイワシ類を魚倉を

備えた作業船で先に積み込むことで鮮度を向上させるとともに、各地

の消費地市場に出荷し、ニーズを調査する。 

魚類養殖業者14経営体は、消費地市場・料理店に対する市場調査等

を実施し、市場ニーズの把握を行うことで、よりニーズに即した養殖

魚の生産に取り組み、併せて地元の水産加工業者と協力しフィレ加工

等の商品の開発を検討する。 

上記の高付加価値化の取組によりそれぞれの漁業種類で1％単価を
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向上させる。 

(２)地先資源の維持回復

沿岸漁業者は、漁協とともに資源管理の取組について、現在自主的

に行っている休漁日設定や藻場の保全、放流等、資源評価に基づいた

適切な方法により地先資源の維持回復に努め、沿岸漁業における収入

の向上を図る 

(３)新たな操業体制の導入

魚類養殖業者14経営体は、池入れ及び出荷サイズの見直しや給餌方

法の見直し、経営規模や経営構造の最適化によって収益性の向上を図

る。積極的な人工種苗の導入により、天然資源に依存しない安定した

養殖生産の実現及び持続可能な養殖業を実現するため、先進地の事例

を収集し、北浦地区で導入可能か検討し、実施可能となったものにつ

いて取組を開始する。また、一本釣業者はかつお・まぐろ類の来遊に

応じて曳縄等の、新たな漁法の導入等を検討し、操業に取り組む。 

(４) 高度衛生管理型市場の新設

漁協は、日射・降雨・鳥類等の危害要因を排除した高度衛生管理型

市場を建設するとともに、効率的な水揚げができる体制について検討

する。環境にも配慮し、市場内は電動リフトを導入し運用する。

(５)新規冷凍冷蔵庫の設置

漁協は、豊漁時に現在生じている流通の目詰まりに対して根本的な

解決策である冷凍冷蔵庫の新設を水産加工会社に働きかける。

業コスト削減の

ための取組 

２ 漁業コスト削減のための取組 

(１)燃油消費量の抑制等

漁協は、「漁業経営セーフティーネット構築事業」の加入を積極的

に推進し、漁業コストの高騰に強い経営体づくりに取り組むと共に、

各漁業者は、徹底した減速航行及び船底清掃等による燃費向上のため

の省燃油活動に取り組むとともに、低燃費主機関等の省エネ機器を導

入し、燃油消費量の抑制に努める。

(２)漁業の経営合理化

中型まき網漁業者15トン以上7経営体は、漁船の省人化や船団の縮

小化による高収益型コンパクト経営などの構造改革に取り組むため、

国の「漁船リース事業」等の活用により漁船の更新を行う。また、養

殖者は低魚粉飼料や効率的な餌給方法による餌代の削減や歩留まりの

向上等を検討し、経費の削減等の対策を模索することで餌代を0.2％

削減する。 

（３)ICTを活用した操業効率化

宮崎県水産試験場の開発した海の天気図システムおよび県が開発

した新漁業技術支援アプリを用いて、出船前にスマートフォンやタ

ブレットから水温及び流向、流速などを確認し、漁場位置の検討や

操業の可否の判断を行うとともに、各船と情報を共有して操業す

る。 

漁村の活性化の

ための取組 

３ 漁村の活性化のための取組 

(１)直販の取組及び魅力ある加工品の開発

漁協は、漁業者とともに九州中央自動車道嘉島～延岡間の整備進捗

にあわせ、地元イベント等において、県内外からの観光客に対して地

元水産物や漁村の魅力を積極的に発信する。

また、小型定置網や小型底曳網漁業者等は、地元水産物の直販所

「北浦臨海パークきたうらら海市場」における直接販売に取り組む

他、漁協及び生産者と地元流通業者・加工業者と連携し、現代の食生

活に合った魅力ある加工品を開発し、地元水産物の直販所で販売する

ことで、北浦地区の魅力を積極的に発信する。 

(２)後継者の確保育成

漁協は、次代を担う中核的な漁業者を育成するため、定例会や勉強
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会等を定期的に開催し漁業者の資質の向上を図る。 

また、新規就業者については、漁業就業者確保育成センターや県立

高等水産研修所及と連携しながら、当人の能力に応じた適切な研修を

実施することにより、漁業後継者の確保・育成を図る。 

活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティーネット構築事業、水産業競争力強化緊急事業、経営

体育成総合支援事業、水産加工・流通構造改善促進事業、輸出環境整備推

進事業、浜の活力再生・成長促進交付金、水産基盤整備事業

２年目（令和7年度） 所得向上率（基準年比）１１％ 

漁業収入向上の

ための取組 

１ 漁業収入の向上のための取組 

(１) 漁獲物の高付加価値化

前年と同様の取組みを実施するとともに、大型定置網は、効果を検証

しながらイワシ類の鮮度をさらに向上させるとともに、ニーズが高かっ

た市場を選択し出荷する。、養殖業においては、ニーズに応じて地域ブ

ランド魚の販売戦略を再検討するとともに、地元水産加工業者と協力

し、フィレ加工等の商品の開発に取り組む。

上記の高付加価値化の取組によりそれぞれの漁業種類で２％単価を向上

させる。

(２) 地先資源の維持回復

前年と同様の取組みを実施

(３) 新たな操業体制の導入

前年と同様の取組を実施するほか、小型底曳網漁業者は、これまで利

用していなかった沖合の深海資源について、県の調査船が行う海底地形

調査や生物調査の結果を受けて、利用を検討する。また、魚類養殖業者

は天然資源に依存しない人工種苗を導入し、成長、歩留まり等を実証す

る。 

(４) 高度衛生管理型市場の新設

市場の竣工に併せて、国が目指す陸揚げから荷捌き、出荷に至る各工

程において総合的な衛生管理手順について検討する。 

(５) 新規冷凍冷蔵庫の設置

冷凍に必要な貯蔵能力の検討や設計等を検討する。

漁業コスト削減

のための取組 

２ 漁業コスト削減のための取組 

(１)燃油消費量の抑制等

前年と同様の取組を実施

(２)漁業の経営合理化

前年と同様の取組を実施するとともに、まき網漁業者は、新船建造し

た漁船を用いて省人化や省コスト化に取り組み、操業コストを維持す

る。また、養殖業者は、低魚粉飼料の導入や効率的な餌給方法等を実践

することで餌代を0.4％削減する。 

(３) ICTを活用した操業効率化

海況と漁場位置や魚種・漁獲量のデータを蓄積する。

漁村の活性化の

ための取組 

３ 漁村の活性化のための取組 

(１)直販の取組及び魅力ある加工品の開発

前年と同様の取組を実施

(２)後継者の確保育成

前年と同様の取組を実施 

活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティーネット構築事業、水産業競争力強化緊急事業、経営

体育成総合支援事業、水産加工・流通構造改善促進事業、輸出環境整備推

進事業、浜の活力再生・成長促進交付金、水産基盤整備事業
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３年目（令和８年度） 所得向上率（基準年比）１７％ 

漁業収入向上の 

ための取組

１ 漁業収入の向上のための取組 

(１)漁獲物の高付加価値化

前年と同様の取組みを実施するとともに、まき網においては、船か

ら市場への水揚げ時間の短縮を図り鮮度向上を図るため市場水揚げ用

のフィッシュポンプを導入する。大型定置網は、鮮度向上させた魚を

相場に応じて、地元市場や単価の高い消費地市場を選択して出荷す

る。併せて、養殖業においては、地域ブランド魚や地元水産加工業者

と協力しフィレ加工等の商品の販路拡大を検討する。  

  上記の高付加価値化の取組によりそれぞれの漁業種類で３％単価を

向上させる。 

(２)地先資源の維持回復

前年と同様の取組みを実施

(３)新たな操業体制の導入

前年と同様の取組を実施するほか、小型底曳網漁業者は、深海資源

を利用するための漁具の改良や試験操業を検討する。養殖業者は人工

種苗の実証の結果を受けて、受入尾数に対する人工種苗の割合の増加

を検討する。 

(４)高度衛生管理型市場の新設

総合的な衛生管理体制を構築するとともに、市場水揚げ用のフィッ

シュポンプを設置し、効率的な水揚げを開始する。

(５) 新規冷凍冷蔵庫の設置

前年度検討した冷凍冷蔵庫施設について、着工する。

漁業コスト削減 

のための取組

以下の取組により、漁業コストを基準年に比べ0.2％削減する。 

２ 漁業コスト削減のための取組 

(１)燃油消費量の抑制等

前年と同様の取組を実施

(２)漁業の経営合理化

前年と同様の取組を実施するとともに、まき網漁業者は、市場水揚

げ用のフィッシュポンプ導入により水揚げにかかる時間・人員を削減

する。また、養殖業者においては、前年度までの効果を検証しながら

餌代を0.6％削減する 。また、新型ワクチンの接種による歩留まり向

上等を検討する。 

(３)ICTを活用した操業効率化

蓄積した漁獲データを水産試験場に提供し、海況と漁場位置の関係

について、協議を行う。

漁村の活性化の 

ための取組

３ 漁村の活性化のための取組 

(１)直販の取組及び魅力ある加工品の開発

前年と同様の取組を実施

(２)後継者の確保育成

前年と同様の取組を実施

活用する支援措

置等

漁業経営セーフティーネット構築事業、水産業競争力強化緊急事業、経

営体育成総合支援事業、水産加工・流通構造改善促進事業、輸出環境整

備推進事業、浜の活力再生・成長促進交付金、水産基盤整備事業、ALPS 

処理水の海洋放出に伴う影響を乗り越えるための漁業者支援事業

４年目（令和９年度） 所得向上率（基準年比）２３％ 

漁業収入向上の

ための取組 

１ 漁業収入の向上のための取組 

(１)漁獲物の高付加価値化

前年と同様の取組みを実施するとともに、まき網においては、ニーズ

に応じたサイズ分別を徹底するため自動選別機を導入し、鮮魚出荷や加
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工向けの出荷を増やし魚価向上に取り組む。養殖業においては、地域ブ

ランド魚やフィレ加工商品等の販路拡大に取り組む。

上記の高付加価値化の取組によりそれぞれの漁業種類で４％単価を向

上させる。 

(２)地先資源の維持回復

前年と同様の取組みを実施

(３)新たな操業体制の導入

前年と同様の取組を実施し、小型底曳網業者は、試験操業の結果を受

けて、新たな漁場で操業を行う。養殖業者は、人工種苗の導入割合を、

直近3カ年よりも増加させる。 

(４)高度衛生管理型市場の新設

前年と同様の取組を実施するとともに、自動選別機を設置し、高鮮度

でよりニーズに応じたサイズ毎の競りを行う。 

(５) 新規冷凍冷蔵庫の設置

完成した施設で餌と食用向けに選別された魚を冷凍加工し、国内向け

の他、輸出向けにも試験出荷を行う。 

漁業コスト削減

のための取組 

２ 漁業コスト削減のための取組 

(１)燃油消費量の抑制等

前年と同様の取組を実施

(２)漁業の経営合理化

前年と同様の取組を実施とともに、その結果を踏まえて改良する。ま

た、養殖業者においては、餌代を0.8％削減するとともに、新型ワクチ

ンの効果を検証し、接種率の向上等を図る。

(３)ICTを活用した操業効率化

漁場と海況の関係について協議、検証を行いながら、操業を行う。

漁村の活性化の

ための取組 

３ 漁村の活性化のための取組 

(１)直販の取組及び魅力ある加工品の開発

前年と同様の取組を実施

(２)後継者の確保育成

前年と同様の取組を実施

活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティーネット構築事業、水産業競争力強化緊急事業、経営

体育成総合支援事業、水産加工・流通構造改善促進事業、輸出環境整備推

進事業、浜の活力再生・成長促進交付金、水産基盤整備事業

５年目（令和１０年度） 所得向上率（基準年比）２９％ 

漁業収入向上の

ための取組 

１ 漁業収入の向上のための取組 

(１)漁獲物の高付加価値化

前年と同様の取組みを実施するとともに、完成した衛生管理型施設に

おける円滑な水揚げから販売、さらに冷凍施設と連動した輸出の取り組

みをさらに推進する。 

  上記の高付加価値化の取組によりそれぞれの漁業種類で５％単価を向

上させる。 

(２)地先資源の維持回復

前年と同様の取組みを実施

(３)新たな操業体制の導入

前年と同様の取組を実施

(４)衛生管理型市場の新設

前年と同様の取組を実施

(５) 新規冷凍冷蔵庫の設置

まき網漁業者は、水産加工会社等を通じて、国内向け、輸出向け

に冷凍魚の出荷を行う。 
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漁業コスト削減

のための取組 

２ 漁業コスト削減のための取組 

(１)燃油消費量の抑制等

前年と同様の取組を実施

(２)漁業の経営合理化

前年と同様の取組を実施するとともに、その結果を踏まえて改良す

る。また、養殖業者は、前年度までの効果を検証し、餌代を１％削減す

る。 

(３)ICTを活用した操業効率化

海況と漁場位置や漁獲量のデータの蓄積によって、最適な漁場選択や

的確な出漁判断ができることで、操業の効率化を図る。 

漁村の活性化の

ための取組 

３ 漁村の活性化のための取組 

(１))直販の取組及び魅力ある加工品の開発 

 前年と同様の取組を実施 

(２)後継者の確保育成

前年と同様の取組を実施

活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティーネット構築事業、水産業競争力強化緊急事業、経営

体育成総合支援事業、水産加工・流通構造改善促進事業、輸出環境整備推

進事業、浜の活力再生・成長促進交付金、水産基盤整備事業、ALPS 処理

水の海洋放出に伴う影響を乗り越えるための漁業者支援事業

（５）関係機関との連携 

行政（市、県）、系統団体（漁連、漁協等）、地元団体（観光協会、商工会等）と一体とな

った取組を行うことで、各取組における着実な進捗を図る。

（６）取組の評価・分析の方法・実施体制 

浜プランの取組の成果を評価・分析するため、委員会は外部専門１名を委嘱し、毎年度当初

に前年度の浜プランの実施状況を会員会議において報告・意見を聴取し、取組改善につなげ

る。

４ 目標 

（１）所得目標 

漁業者の所得の向上10％

以上 

基準年 

目標年 
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（２）上記の算出方法及びその妥当性 

（３）所得目標以外の成果目標 

まき網における魚種別

単価 

ウルメイワシ

マアジ

サバ類

基準年 令和４年度： 

57 

74 

85 

（円/kg） 

目標年 令和１０年度： 

60 

80 

90 

（円/kg） 

きたうらら海市場にお

ける取扱量の拡大 

基準年 令和４年度： 8,471 （ｋｇ） 

目標年 令和１０年度： 9,318 （ｋｇ） 

（４）上記の算出方法及びその妥当性 

・まき網の主要魚種であるウルメイワシ、マアジ、サバ類について、令和4年度以降、市場整

備が進むことでより高鮮度でニーズに応じたサイズ別の競りが可能となることで5％以上の単

価の向上が可能と考えられる。

・平成30年度に北浦臨海パークがみなとオアシスに認定されたことによる知名度上昇に加え、

九州中央自動車道の整備が進んでいることから、今後、観光客の増加に伴う消費の拡大が期待

されるため、きたうらら市場販売における取扱量の拡大が可能と思われる。

 基準年 8,471kg×(九州中央自動車道整備10%)

５ 関連施策 

活用を予定している関連施策名とその内容及びプランとの関係性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

漁業経営セーフティー

ネット構築事業(国)

燃油高騰に対する自助対策として、漁業経営の安定化を図る。 

水産業競争力強化緊急

事業(国) 

省コスト化や収益性向上に取り組むための漁船や機器導入を図る。 

もうかる漁業創設支援

事業(国) 

省力化・省エネ型漁船導入や共同探索等の漁業構造改革により経営コ

スト削減を図る。

経営体育成総合支援事

業(国) 

漁業の担い手不足と高齢化への対応するため、漁業研修を実施し、意

欲ある若い漁業担い手を確保・育成する。 

食料産業・6次産業化

交付金(国) 

新商品開発や新たな販路の開拓による漁業所得の向上を図る。 

水産加工・流通構造改

善促進事業(国) 

新商品開発や新たな販路の開拓による漁業所得の向上を図る。 
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輸出環境整備推進事業

(国) 

流通施設におけるHACCPの導入を行い、販路拡大等による漁業所得向

上を図る。 

漁業者保証円滑化対策

事業(国) 

融資支援を行うことで、積極的な設備投資の促進を図る。 

浜の活力再生・成長促

進交付金(国) 

共同利用施設の整備や漁港漁場の機能高度化を図る。 

水産基盤整備事業(国) 漁港の生産管理対策や水産資源の回復対策を図る。 

宮崎のさかなビジネス

拡大支援事業(県) 

新商品開発や新たな販路の開拓による漁業所得の向上を図る。 

稚魚貝放流事業(市) 稚魚貝を放流することにより、水産資源の増加を図る。 

水産業活性化推進事業

(市) 

漁協等が実施する機器の更新等により、漁獲物の付加価値向上を図

る。 

 

のべおかの魚発信事業

（市） 

都市圏での販路拡大、販売促進に繋げるため、商談会やPRイベントを

実施し、漁業者の所得向上を図る。 

水産業新展開・誘致促

進事業（市） 

水産関連事業者が高付加価値化、事業継承、新事業展開を行う場合

に経費の一部を補助し、本市経済の更なる活性化を図る。 
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